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 山梨県森林環境保全推進事業実施要領 

                       

平成２４年６月２０日 森整第 ２９０号制定 

平成２９年３月２９日 森整第１９２４号改正 

                          令和２年１２月２８日 森整第１４８５号改正 

                          令和 ４年３月１５日 森整第２１８７号改正 

                          令和 ５年７月３１日 森整第 ８８１号改正 

令和５年１０月３１日 森整第１４８４号改正 

第１ 趣旨 

本県は全国有数の森林県であり、その森林は、洪水や土砂災害から県土を保

全して県民の生命や財産を守るとともに、二酸化炭素を吸収して地球温暖化

を防止するなど極めて重要な機能を有している。しかし、社会経済環境の変化

に伴い、民有林の多くは手入れが行き届かず、荒廃が進み、森林の持つ多様な

公益的機能が十分に発揮できなくなる恐れがある。 

こうした中、公益的機能を有し、全ての県民に多くの恵沢をもたらす森林を

保全し、次の世代に引き継ぐとともに、地球温暖化を防止するための取組を一

層推進していくことが重要であることに鑑み、森林及び環境の保全に関する

施策を実施するため、「森林及び環境の保全に係る県民税の特例に関する条例」

及び「山梨県森林環境保全基金条例」を制定した。 

本要領においては、森林及び環境の保全に関する施策のうち、多様な公益的

機能の維持・増進を図る森づくりを進めるための事業を推進するため、事業の

実施に必要な事項について、山梨県森林環境保全推進事業費補助金交付要綱

（以下「補助金交付要綱」という。）及び森林環境保全整備事業実施要領（平

成１４年３月２９日 １３林整整第８８５号 林野庁長官通知）、森林環境保全

整備事業実施要領の運用（平成１４年１２月２６日 １４林整整第５８０号 

林野庁森林整備部整備課長通知）に定めるもののほか、この要領によるものと

する。 

 

第２ 対象森林及び造林種別 

事業分類毎の対象森林及び造林種別毎の作業内容は次のとおりとする。 

１ 荒廃森林再生（支援）事業  

(1) 対象森林は、次に掲げる要件を満たす森林又は森林内の路線とする。 

ア  間伐及び保育間伐（以下、「間伐」という。） 

   (ｱ) 対象森林は、地域森林計画に位置付けられている民有林の人工林のう

ち、次の a から c までのいずれかに該当する森林とする。 

a 収量比数（Ｒｙ）が０．８５以上であること 

b 形状比９０以上であること 

c 林冠の閉鎖により下層植生の被度が低下し、表土流出のおそれがあ

ること 

   (ｲ) ただし、次の a から e までに掲げる森林は対象森林から除外する。 
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a 県や市町村、一部事務組合が自ら管理する森林 

    b 他の都道府県が所有する森林 

    c 分収林特別措置法（昭和３３年法律第５７号）第２条第１項に規定す

る造林地所有者、造林者並びに造林費負担者の三者又は造林地所有者

及び造林者の二者が当事者として、同項に規定する分収林契約に基づ

き、造成に係る事業が行われる森林 

    d 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に

規定する国立研究開発法人が所有する森林 

     e  経済林に位置付けられている部分林 

イ 伐採木の林内集積 

急傾斜地や沢沿い、人家や施設等に接している森林など、伐倒木の

落下や流出などの恐れのある間伐実施区域内の森林とする。 

ウ 獣害防除     

鳥獣被害が継続して発生している地域の森林のうち、間伐実施区域

内の森林とする。 

エ 森林作業道開設 

         間伐に必要な森林内の路線とする。 

オ 作業道等補修 

        間伐に必要な既設路線であって補修の必要な森林内の路線とする。 

(2) 造林種別毎の作業内容は、次に掲げるとおりとする。 

ア 間伐  

荒廃森林の解消を目的とした不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積

とし、次に掲げる実施基準により行うものとする。 

(ｱ) 本数率３０％以上の抜き伐り、かつ収量比数０．１０以上の低減を行

うこと。ただし、気象災等が懸念される場合、県との協議により変更で

きるものとする。 

イ 伐採木の林内集積 

     間伐実施区域内において、伐倒木の落下や流出防止を目的とした伐

倒木の林内集積とし、間伐と合わせた一体的な整備とする。 

  ウ 獣害防除 

      間伐実施区域内の残存木について、野生鳥獣による森林被害の防止

を図ることを目的とした鳥獣害防止施設等の整備（皮剥防止工等）とし、

間伐と合わせた一体的な整備とする。 

  エ 関連条件整備活動（間伐） 

森林所有者の割り出し、事前準備のための現況調査、所有者との現地

踏査や対象箇所の確認、個別調整、予備調査のための周囲測量や図面作

成、事業費積算等、間伐の実施に向けた取り組み作業とする。  

オ 森林作業道開設 

    間伐の実施に必要となる山梨県森林作業道作設指針に沿った森林作

業道の開設とし、間伐と合わせた一体的な整備とする。 

カ 作業道等補修 
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    間伐作業を実施するに必要な既設作業道・作業路の補修とし、間伐と

合わせた一体的な整備とする。 

キ 関連条件整備活動（作業道） 

森林所有者の割り出し、事前準備のための現況調査、所有者との現地

踏査や対象箇所の確認、個別調整、予備調査のための測量や図面作成、

事業費積算等、森林作業道の開設に必要な作業とする。 

 

２ 里山再生（支援）事業 

(1)  対象森林は、居住地周辺の森林で用材生産を目的としない森林（以下「里

山林」という。）であって、地域森林計画に位置付けられている民有林、現

況が森林化している耕作放棄地のうち地域森林計画に編入することにより

効率的な事業の実施が可能な民有森林とする。 

   ただし、次のアからオまでに掲げる森林は対象森林から除外する。 

ア 県や市町村、一部事務組合が自ら管理する森林 

イ 他の都道府県が所有する森林 

ウ 分収林特別措置法第２条第１項に規定する造林地所有者、造林者並び

に造林費負担者の三者又は造林地所有者及び造林者の二者が当事者とし

て、同項に規定する分収林契約に基づき、造成に係る事業が行われる森林 

エ 独立行政法人通則法第 2 条第 1 項に規定する国立研究開発法人が所有

する森林  

オ  県が植樹用地として貸付けている森林 

 (2)  造林種別毎の作業内容は、次に掲げるとおりとする。  

ア 修景等保全（除伐） 

    長期間放置され低木類や竹の繁茂により荒廃した里山林における不

用木の除去とする。 

イ 侵入竹の除去 

    里山林に侵入した竹の除去（伐採）とする。 

ウ  伐採木・伐採竹の林内集積 

修景等保全及び侵入竹の除去の実施区域内において、野生鳥獣対策

や景観向上を図るために行う伐採木竹の林内集積とし、修景等保全及

び侵入竹の除去と合わせた一体的な整備とする。 

エ 耕作放棄地編入調査 

    土地所有者の割り出し、森林への編入が可能な箇所の絞り込みのた

めの予備調査、土地所有者との立ち会い及び現地調査、同意の取り付け

等に必要な作業とする。 

オ 関連条件整備活動 

    森林所有者の割り出し、事業準備のための里山林の現況調査、地域住

民による管理体制の整備、所有者との現地踏査や対象箇所の確認、個別

調整、予備調査のための周囲測量や図面作成、事業費積算等、事業実施

に必要な作業とする。 
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３ 広葉樹の森づくり推進（支援）事業   

(1)  対象森林は、地域森林計画に位置付けられている森林であって、天然更

新が困難など、伐採後に森林の状態に回復していない民有林のうち、保安

林を除く市町村森林整備計画における公益的機能別森林区域内の森林、及

び県有林のうち公益的機能を増進するため、今後、針広混交林化を図る必

要がある針葉樹人工林とし、造林補助事業の採択要件を満たす森林とする。  

     ただし、次のアからオまでに掲げる森林は対象森林から除外する。 

ア  市町村や一部事務組合が自ら管理する森林 

イ 他の都道府県が所有する森林 

ウ 分収林特別措置法第２条第１項に規定する造林地所有者、造林者並び

に造林費負担者の三者又は造林地所有者及び造林者の二者が当事者とし

て、同項に規定する分収林契約に基づき、造成に係る事業が行われる森林 

エ 独立行政法人通則法第 2 条第 1 項に規定する国立研究開発法人が所有

する森林 

オ 県が植樹用地として貸付けている森林 

(2) 造林種別毎の作業内容は、次に掲げるとおりとする。 

ア 広葉樹造林 

広葉樹林の造成を目的とした地拵え、植栽及び保育とする。 

イ 獣害防除     

植栽区域内において、野生鳥獣による植栽木の食害防止を図るため

の鳥獣害防止施設等の整備（食害防止工等）とし、植栽と合わせた一体

的な整備とする。 

ウ 関連条件整備活動 

森林所有者の割り出し、事前準備のための現況調査、所有者との現地

踏査や対象箇所の確認、個別調整、予備調査のための周囲測量や図面作

成、事業費積算等、事業実施に必要な作業とする。 

 

第３ 事業の実施 

１ 実施計画書の作成 

(1)  事業主体は、翌年度の年度実施計画書（第１号様式）を前年度の９月末

までに作成し、所轄の林務環境事務所長（以下「所長」という。）へ提出し

なければならない。 

(2)  所長は、翌年度の年度実施計画書の提出があったときは、計画内容の審

査を行い、適当と認められるときは、年間の事業箇所、作業等を集計し、毎

年１０月１０日までに翌年度の事業計画書（第２号様式）を作成し、林政部

長（以下「部長」という。）に提出するものとする。 

   なお、第３の１の（５）により、事業主体から翌年度の実施計画書の変更

又は取り下げの提出があったときは、速やかに翌年度の事業計画書を再提

出するものとする。 

(3)  部長は、所長から提出のあった翌年度の事業計画書を取りまとめ、次に

掲げる事項を定めた翌年度の事業全体計画書を策定し、第３号様式により
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次の内容を明らかにして所長に通知するものとする。 

ア 造林種別及び事業主体 

イ 作業量及び金額 

ウ その他事業の実施に必要な事項 

(4) 所長は、第 3 の１の（３）に定める年度事業全体計画の通知があった時

は、速やかに翌年度の年度実施計画書を提出した事業主体ごとに、その内容

を通知するものとする。（第４号様式） 

(5)  事業主体は、所長に提出した翌年度の実施計画書の内容に変更が生じた

場合又は取り下げる場合は、速やかに所長に年度変更実施計画書（第１号様

式を準用）を提出しなければならない。 

 

２ 協定の締結 

本事業の円滑な実施と実施後の森林の適正な管理を確保するため、県、森林

所有者、事業主体の三者で事業実施に関する協定を締結するものとする。         

また、荒廃森林再生事業において重要インフラ施設周辺の森林整備を行う

場合は、重要インフラ施設管理者を含めた四者で協定を締結するものとする。 

  なお、部分林内で行う事業箇所については、協定書の「森林所有者」を「部

分林造林者」に、「所有」を「造林」に読み替えるものとする。 

(1) 協定の締結は、別途通知で定める協定書により行うものとする。 

 (2) 協定の締結は、対象森林の事業開始前までに行うものとする。 

(3) 協定の期間は、協定締結の翌日から起算して２０年を経過する日までとす 

る。 

 

３ 竣工検査 

所長は、事業主体から補助金交付要綱第 6 条に基づく補助金交付申請書

の提出があったときは、速やかに山梨県造林補助事業竣工検査内規に準じ

て書類審査及び現地確認を行い、検査調書（第５号様式）を作成するものと

する。 

 

４ 事業実施状況の報告 

   所長は、３月末までに当年度事業実施状況報告書（第６号様式）を作成し、

部長に報告するものとする。 

   

第４ 事業台帳の整備 

所長は、事業実施年度、造林樹別、作業箇所位置等について、山梨県森林環

境保全推進事業台帳（第５号様式を準用）を整備し、事業実施年度の翌年度か

ら起算して３0 年間保管するものとする。 

 

第５ 補助金の返還等 

１ 県は、森林所有者若しくは事業主体が協定に違反した場合は、補助金の全部

又は一部について、返還措置を講ずることとする。 
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２ 県は、森林所有者又は事業主体が補助金を返還することが必要となる事態

を防止するため、必要な森林の管理が確保されるように指導することとする。 

 

第６ 事業実施期間 

 実施期間は、平成２４年度からとする。 

 

第７ 雑則  

   山梨県森林環境保全推進事業の実施に関し必要な事項は、この要領に定め

るもののほか、別に定めるところによる。 

 

附則 

１ この要領は、平成２４年６月２０日から施行し、平成２４年４月１日から

適用する。 

２ この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

３ この要領は、令和２年１２月２８日から施行し、令和２年４月１日から適

用する。 

４ この要領は、令和４年３月１５日から施行し、令和３年１２月 1 日から適

用する。 

５ この要領は、令和５年８月１日から施行する。ただし、この要領の施行の

日前に締結した協定については、従前の内容による。 

６ この要領は、令和５年１１月１日から施行する。ただし、この要領の施行

の日前に締結した協定については、従前の内容による。 



（第１号様式）

林務環境事務所長　　殿

申請者 住所

氏名 印

　 　令和 　年度　山梨県森林環境保全推進事業（変更・取り下げ）実施計画書について

　山梨県森林環境保全推進事業実施要領第３の１の（１）（又は（５））に基づき、別紙のと

おり提出します。

令和　　年　　月　　日

番　　　　　　　　　号



（別紙）

事業分類 作業量 単位 金額（円）

ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

ｍ

ｍ

（　　） ｍ

ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

ha

（　　） ha

（　　） ha

　変更（取り下げ）理由

注１）補助金申請見込み箇所毎に別葉とすること。

注２）関連条件整備活動については、必要数量を記入すること。

注３）作業量に変更が生じた場合は、作業量、金額を見え消しすること。

注４）金額欄には、事業費(見込額)を記入すること。

注５）作業量を変更し、または、取り下げる場合はその理由を記載すること。

広葉樹の森づくり推進（支援）事業

侵入竹の除去

里山再生（支援）事業

荒廃森林再生（支援）事業

獣害防除

関連条件整備活動

作業道等補修

関連条件整備活動(作業道)

修景等保全(除伐)

除伐木・伐採竹の林内集積

耕作放棄地編入調査

造林種別

間伐

計画箇所の所在

事業主体名

令和 　年度　山梨県森林環境保全推進事業（変更・取り下げ）実施計画書

広葉樹造林

伐倒木の林内集積

獣害防除

関連条件整備活動(間伐)

森林作業道開設

関連条件整備活動



（第２号様式）

林政部長　　殿

番　　　　　　　　　号

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　林務環境事務所長

　　　令和 　年度　山梨県森林環境保全推進事業（変更）計画書について

　山梨県森林環境保全推進事業実施要領第３の１の（２）に基づき、別紙のとおり提出します。



（別紙）

事業分類 作業量 単位 金額（円）

ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

ｍ

ｍ

（　　） ｍ

ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

ha

（　　） ha

（　　） ha

　変更（取り下げ）理由

注１）事業主体毎に別葉とすること。

注２）事業分類毎、造林種別毎に記載すること。

注３）金額欄には、事業費(見込額)を記入すること。

注４）作業量を変更し、または、取り下げる場合はその理由を記載すること。

作業道等補修

関連条件整備活動(作業道)

修景等保全(除伐)

除伐木・伐採竹の林内集積

耕作放棄地編入調査

侵入竹の除去

令和 　年度　森林環境保全推進事業（変更）計画書

荒廃森林再生（支援）事業

里山再生（支援）事業

広葉樹の森づくり推進（支援）事業

造林種別

事業主体名

　　林務環境事務所

間伐

伐倒木の林内集積

獣害防除

関連条件整備活動(間伐)

森林作業道開設

関連条件整備活動

広葉樹造林

獣害防除

関連条件整備活動



（第３号様式）

林務環境事務所長　殿

　　　　　　　　　　

番　　　　　　　　　号

令和　　年　　月　　日

林政部長　

令和 　年度　山梨県森林環境保全事業全体（変更）計画書について

　山梨県森林環境保全推進事業実施要領第３の１の（３）に基づき、令和　　年度事業全体計画

書を別紙１、２のとおり策定しましたので、通知します。



（別紙　１）

作業量 単位 金額（円）

ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

ｍ

ｍ

（　　） ｍ

ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

ha

（　　） ha

（　　） ha

獣害防除

関連条件整備活動

令和 　年度　山梨県森林環境保全推進事業全体（変更）計画書

　　林務環境事務所（全体）

事業分類

荒廃森林再生（支援）事業

広葉樹の森づくり推進（支援）事業

造林種別

間伐

伐倒木の林内集積

獣害防除

関連条件整備活動(間伐)

森林作業道開設

作業道等補修

関連条件整備活動(作業道)

修景等保全(除伐)

除伐木・伐採竹の林内集積

耕作放棄地編入調査

関連条件整備活動

広葉樹造林

侵入竹の除去

里山再生（支援）事業

注）別紙２を集計すること。



（別紙　２）

事業主体名

作業量 単位 金額（円）

ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

ｍ

ｍ

（　　） ｍ

ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

ha

（　　） ha

（　　） ha

注）事業主体毎に別葉とすること。

侵入竹の除去

里山再生（支援）事業

令和 　年度事業全体（変更）計画書

　　林務環境事務所

事業分類 造林種別

荒廃森林再生（支援）事業

間伐

伐倒木の林内集積

獣害防除

関連条件整備活動(間伐)

森林作業道開設

作業道等補修

関連条件整備活動(作業道)

広葉樹の森づくり推進（支援）事業

広葉樹造林

獣害防除

関連条件整備活動

修景等保全(除伐)

除伐木・伐採竹の林内集積

耕作放棄地編入調査

関連条件整備活動



（第４号様式）

年度実施計画提出者　殿

番　　　　　　　　　号

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　

　　　　　林務環境事務所長

令和　　年度　山梨県森林環境保全推進事業全体計画について

　令和　　年　　月　　日付けで提出された翌年度の年度実施計画ついては、別紙のとおり

翌年度の事業全体計画が策定されましたので、速やかに事業に着手して下さい。



（別紙）

事業主体名

作業量 単位 金額（円）

ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

ｍ

ｍ

（　　） ｍ

里山再生（支援）事業 ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

ha

（　　） ha

（　　） ha

注）第3号様式（別紙２）を準用する。

獣害防除

関連条件整備活動

広葉樹の森づくり推進（支援）事業

侵入竹の除去

修景等保全(除伐)

除伐木・伐採竹の林内集積

耕作放棄地編入調査

関連条件整備活動

広葉樹造林

令和 　年度事業全体（変更）計画書

事業分類 造林種別

荒廃森林再生（支援）事業

間伐

伐倒木の林内集積

獣害防除

関連条件整備活動(間伐)

森林作業道開設

作業道等補修

関連条件整備活動(作業道)



（第５号様式）

申請者 森林環境保全整備事業  (第1回)

森林環境保全推進（支援）事業竣工検査調書 　　　　　

検査年月日

立会者氏名

事業主体 事業形態 樹種 面積 植栽本数 被害率 （森林施業計画）林小班（代表） 現地検査 検査員氏名 備考

大字 字 受託区分 林齢 （間伐率） 延長 実施率 承認番号 事前計画提出日 検査結果

森林所有者 森林保険（植栽年度） 搬出材積 材積   （森林経営計画） 図面番号 検査年月日 立会者氏名地　　番

事　務　所 市　町　村 補 助 事 業 区 分

検査員氏名

整
理
番
号

申請番号
枝
番

事業箇所(路線名)

事業区分 造林種類



（第５号付表）

整理 現地検査本数（Ｂ）

番号 （樹種） （樹種） （樹種） （樹種） （樹種） （樹種） （樹種） （樹種）

注１）広葉樹の森づくり推進（支援）事業を実施した場合に記載すること。

注２）整理番号は、第６号様式の１の整理番号と一致させること。

注３）補助事業採択欄については、別に定める基準に適合しているか否か確認すること。

面　積(ha)

樹種別植栽本数（Ａ）

補助対象採択

苗　木　本　数　調　査　表



（第６号様式）

林政部長　　殿

番　　　　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　林務環境事務所長

　　令和 　年度　山梨県森林環境保全推進事業実施状況について

　山梨県森林環境保全推進事業実施要領第３の５に基づき、別紙のとおり報告します。



（別紙）

事業量 単位
推進事業

県義務補助額
（円）

支援事業
補助額
（円）

ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

ｍ

ｍ

（　　） ｍ

ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

（　　） ha

ha

（　　） ha

（　　） ha

注１）事業主体、整理番号ごとに別葉とする。

事業主体

整理番号

事業分類

荒廃森林再生（支援）事業

広葉樹の森づくり推進（支援）事業

造林種別

間伐

伐倒木の林内集積

獣害防除

関連条件整備活動(間伐)

森林作業道開設

作業道等補修

関連条件整備活動(作業道)

修景等保全(除伐)

除伐木・伐採竹の林内集積

耕作放棄地編入調査

令和 　年度　山梨県森林環境保全事業実施状況報告書

　　林務環境事務所

里山再生（支援）事業

関連条件整備活動

広葉樹造林

獣害防除

関連条件整備活動

侵入竹の除去



（参考様式） 

 

 

 

森林環境保全推進事業（荒廃森林再生事業）に関する協定書 

 

 ○○○○（林務環境事務所長）（以下「甲」という。）、○○○○（森林所有者名）（以下

「乙」という。）及び○○○○（事業主体代表者名）（以下「丙」という。）は、森林環境保全

推進事業における荒廃森林再生事業（以下「本事業」という。）の実施に関して、次のとおり協

定を締結する。 

 

（協定の目的） 

第１  この協定は、森林のもつ公益的機能の維持増進を図るため、本事業の円滑な実施と事業実

施後の適正な管理をそれぞれの立場で協力して確保することを目的とする。 

 

（本事業の内容） 

第２ 丙は、森林の経営に関する受委託契約（以下「経営委託」という。）により、別紙に掲げ

る乙が所有する土地（以下「土地」という。）の人工林において、本数伐採率３０％以上かつ

収量比数０．１０以上の低減を目標とした抜き伐りを行う。ただし、地形等により気象災害が

予想される場合は、丙は甲及び乙と協議のうえ目標とする伐採率等を変更できる。 

２ 甲は、丙が実施した事業の完了を確認した場合には、予算の範囲内において、別に定めると

ころにより丙に補助金を交付する。 

 

（県の役割） 

第３  甲は、本事業執行に当たり、次の各号に関する事項を遵守する。 

   (1) 本事業の円滑な実施及び事業効果の確保を図るため、乙及び丙との連絡調整を密に行う。 

  (2) 乙又は丙から下層木の生育が不良な箇所の報告があった場合は、当該箇所について現地調

査を行い、針広混交林への誘導等に当たり必要な指導を行う。 

 

（森林所有者の役割） 

第４  乙は、本事業の執行に当たり、次の各号に関する事項を遵守する。  

(1) 乙の所有する土地(本事業実施箇所以外の土地を含む。)において本事業により甲が行う森

林作業道の整備に対しては、可能な限り協力するものとする。 

 (2) 抜き伐りに付帯して設置した獣害防止施設については、善良な管理者の注意をもって管理

するよう努めるものとする。 

(3) 危険防止等のため伐採木の林内集積を行った区域において、原則として伐採木の搬出を行

わないものとする。 

(4) 事業終了後、甲又は丙が事業効果の確認を目的とした調査のため、森林内への立入りを申

し出たときは、可能な限り協力するものとする。 

 

（森林所有者の行為の制限） 

第５  乙は、次の各号に関する事項を遵守する。 

(通常)  



（参考様式） 

 

(1)  丙が実施した事業箇所について、事業完了年度の翌年度から起算して２０年間は森林以外

への転用、及び表土を流出させるおそれのある行為を行わないものとする。 

 (2) ただし、前項の期間について、当該事業完了年度の翌年度から起算して２年以内に再造林 

を行う場合は、１０年間とする。 

(3) 上記について、別途、協議により知事が認めたものはこれによらないものとする。 

 

（事業主体の役割） 

第６ 丙は、本事業の着実な実行のため、次の各号に関する事項を遵守する。 

  (1) 本事業を行おうとする森林については、森林施業計画を変更又は森林経営計画の認定取得

に努めるものとする。  

(2) 甲が事業効果の確認のため本事業完了後に現地調査を行おうとする場合は、丙はこれに

協力するものとする。 

 

（協定の期間） 

第７ 協定期間は、令和○年○月○日までとする。(注：協定締結の翌日から起算して２０年目の

日を記載すること)ただし、第５の(1)で定める遵守期間が協定期間を超える事業箇所が生じた

場合は、協定期間は、最終の遵守期間に変更されたものとする。 

 

（協定面積の変更） 

第８ 土地の面積は、事業実績に基づく補助金交付面積に増減が生じた場合は、当該交付面積に

変更されたものとする。 

 

（協定の廃止又は変更の方法） 

第９ 乙又は丙は、この協定を廃止し、又は変更しようとする場合は、あらかじめ甲に申し出な

ければならない。 

２ 甲は、前項の申出があった場合は、当該申出を行った者以外の協定締結者にその旨を通知す

る。 

３ この協定の廃止又は変更は、協定締結者の全員の合意によらなければすることができない。 

 

（補助金の返還） 

第１０ 乙又は丙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協定の対象とする森林について、

交付した本事業に係る補助金の全部又は一部を返還するものとする。 

  (1) この協定が廃止された場合 

  (2) 事業実施に係る期間の森林経営計画について、森林法第１６条の規定により認定の取消し

を受けた場合 

  (3) 乙又は丙に、協定違反があった場合 

  (4) 丙が虚偽の報告をした場合 

２ 前項の規定は、公用若しくは公共用に供するため必要を生じた場合又は天災地変その他やむ

を得ない事由による場合は適用しない。 

 



（参考様式） 

 

（書類等の整備） 

第１１ 協定締結者は、本事業に係る書類を整理し、協定期間中、保存するものとする。 

 

（協定の承継） 

第１２  協定期間中に、乙の死亡により土地の承継があったときは、当該土地を相続した者が、

本協定に係る地位を承継するものとする。 

２ 乙は、協定期間中に、事業実施地内の土地を第三者に譲渡し、又は賃借権、地上権等の使用

収益に係る権利を設定するときは、当該第三者に本協定に係る乙の義務を承継させるものとす

る。 

３ この協定に基づく処分、手続その他の行為は、協定締結者が解散又は分割をした場合には、

その包括承継人に対しても、その効力を有する。 

 

（疑義の決定） 

第１３ 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に疑義が生じたときは、三者が協議し

て定める。 

 

上記協定を証するため、この協定書３通を作成し、甲乙丙それぞれ記名押印のうえ、各自その

１通を保有するものとする。 

  

番       号 

年   月   日 

 

 

              （甲） 

 

 

              （乙） 

 

 

              （丙） 

 



（参考様式） 

 

 

 

森林環境保全推進事業（荒廃森林再生事業）に関する協定書 

 

 ○○○○（林務環境事務所長）（以下「甲」という。）、○○○○（森林所有者名）（以下

「乙」という。）、○○○○（重要インフラ施設管理者）（以下「丙」という。）及び○○○○

（事業主体代表者名）（以下「丁」という。）は、森林環境保全推進事業における荒廃森林再生

事業（以下「本事業」という。）の実施に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（協定の目的） 

第１  この協定は、森林のもつ公益的機能の維持増進を図るため、本事業の円滑な実施と事業実

施後の適正な管理をそれぞれの立場で協力して確保することを目的とする。 

 

（対象となる重要インフラ施設） 

第２ この協定において重要インフラ施設とは、丙が管理する○○○○とする。 

 

（協定の対象森林） 

第３ この協定の対象森林（以下「協定森林」という。)は、別紙に記載された乙が所有する人工 

林とする。 

 

（本事業の内容） 

第４ 丁は、森林の経営に関する受委託契約（以下「経営委託」という。）により、協定森林に

おいて、本数伐採率３０％以上かつ収量比数０．１０以上の低減を目標とした抜き伐りを行う。

ただし、地形等により気象災害が予想される場合は、丁は甲及び乙と協議のうえ目標とする伐

採率等を変更できる。 

２ 甲は、丁が実施した事業の完了を確認した場合には、予算の範囲内において、別に定めると

ころにより丁に補助金を交付する。 

３ 施工時期は、令和○年度までとする。 

 

（県の役割） 

第５  甲は、本事業執行に当たり、次の各号に関する事項を遵守する。 

(1) 本事業の円滑な実施及び事業効果の確保を図るため、乙、丙及び丁との連絡調整を密に 

行う。 

(2) 乙又は丁から下層木の生育が不良な箇所の報告があった場合は、当該箇所について現地調 

査を行い、針広混交林への誘導等に当たり必要な指導を行う。 

 

（森林所有者の役割） 

第６  乙は、本事業の執行に当たり、次の各号に関する事項を遵守する。 

(1) 乙の所有する土地(本事業実施箇所以外の土地を含む。)において本事業により甲が行う森

林作業道の整備に対しては、可能な限り協力するものとする。 

（重要インフラ施設周辺森林整備（電線）事業用） 



（参考様式） 

 

 (2) 抜き伐りに付帯して設置した獣害防止施設については、善良な管理者の注意をもって管理

するよう努めるものとする。 

(3) 危険防止等のため伐採木の林内集積を行った区域において、原則として伐採木の搬出を行

わないものとする。 

(4) 事業終了後、甲又は丁が事業効果の確認を目的とした調査のため、森林内への立入りを申

し出たときは、可能な限り協力するものとする。 

 

（森林所有者の行為の制限） 

第７  乙は、次の各号に関する事項を遵守する。 

(1)  丁が実施した事業箇所について、事業完了年度の翌年度から起算して２０年間は森林以外

への転用、及び表土を流出させるおそれのある行為を行わないものとする。 

(2)  ただし、前項の期間について、当該事業完了年度の翌年度から起算して２年以内に再造林

を行う場合は、１０年間とする。 

(3) 上記について、別途、協議により知事が認めたものはこれによらないものとする。 

 

（重要インフラ施設管理者の役割） 

第８  丙は、協定森林について、次の各号に関する事項を遵守する。 

(1) 協定森林のうち重要インフラ施設から○メートル以内の区域において、倒木や幹枝の折 

損・落下により重要インフラ施設に支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、当該倒木

や幹枝の除去、危険木の伐採・枝払い（以下「伐採等」という。）を行う。 

(2) 前号の作業を行うときは、緊急の場合その他やむを得ない場合を除き、作業実施日を甲、

乙及び丁へ事前に連絡する。事前に連絡しなかった場合は、事後速やかに甲、乙及び丁へ連

絡する。 

(3) 丁が森林整備を実施する際は、必要に応じて重要インフラ施設の保安・保全措置を講じ 

る。なお、方法や費用については丁と協議を行う。 

(4) 丁から本事業の実施の連絡を受けた場合は、必要に応じて事前の現地確認や技術職員が 

現場立会を行う。また、丁に対して、重要インフラ施設管理者の観点から伐採に関する必要

な助言を行う。 

(5) 丁による本事業の実施が円滑に行われるよう協力する。また事業実施に際し本項(3)以外 

の措置について丁から要請があった場合は、可能な限り対応するよう努める。 

 

（事業主体の役割） 

第９ 丁は、本事業の着実な実行のため、次の各号に関する事項を遵守する。 

(1) 本事業を行おうとする森林については、森林経営計画の認定取得に努めるものとする。 

(2) 森林整備を実施する場合は、作業実施日を丙へ事前に連絡する。 

(3) 伐倒木を林外へ搬出しない場合は、流出防止に必要な措置を講じる。 

(4) 甲が事業効果の確認のため本事業完了後に現地調査を行おうとする場合は、丁はこれに協 

力するものとする。 

 

（協定の期間） 



（参考様式） 

 

第１０ 協定期間は、令和○年○月○日までとする。(注：協定締結の翌日から起算して２０年目

の日を記載すること)ただし、第７(1)で定める遵守期間が協定期間を超える事業箇所が生じた

場合は、協定期間は、最終の遵守期間に変更されたものとする。 

 

（協定面積の変更） 

第１１ 別紙の森林整備面積は、事業実績に基づく補助金交付面積に増減が生じた場合は、当該

交付面積に変更されたものとする。 

 

（協定の廃止又は変更の方法） 

第１２ 乙、丙又は丁は、この協定を廃止し、又は変更しようとする場合は、あらかじめ甲に申

し出なければならない。 

２ 甲は、前項の申出があった場合は、当該申出を行った者以外の協定締結者にその旨を通知す

る。 

３ この協定の廃止又は変更は、協定締結者の全員の合意によらなければすることができない。 

 

（補助金の返還） 

第１３ 乙又は丁は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協定の対象とする森林について、

交付した本事業に係る補助金の全部又は一部を返還するものとする。 

  (1) この協定が廃止された場合 

  (2) 乙又は丁に、協定違反があった場合 

  (3) 丁が虚偽の報告をした場合 

２ 前項の規定は、公用若しくは公共用に供するため必要を生じた場合又は天災地変その他やむ

を得ない事由による場合は適用しない。 

 

（書類等の整備） 

第１４ 協定締結者は、本事業に係る書類を整理し、協定期間中、保存するものとする。 

 

（協定の承継） 

第１５  協定期間中に、乙の死亡により土地の承継があったときは、当該土地を相続した者が、

本協定に係る地位を承継するものとする。 

２ 乙は、協定期間中に、事業実施地内の土地を第三者に譲渡し、又は賃借権、地上権等の使用

収益に係る権利を設定するときは、当該第三者に本協定に係る乙の義務を承継させるものとす

る。 

３ この協定に基づく処分、手続その他の行為は、協定締結者が解散又は分割をした場合には、

その包括承継人に対しても、その効力を有する。 

 

（その他） 

第１６ 甲、乙、丙及び丁は、協定締結の日からこの事業に着手する日までの期間において、協

定森林において倒木や幹枝の折損・落下により重要インフラ施設に支障が生じ、又は生じるお



（参考様式） 

 

それがあることを発見したときは、その状況について他の協定締結者に情報提供を行う。 

２ 丙は、前項の状況を確認したときは適切に対応し、必要に応じて伐採等を実施する。 

 

３ 本事業は、重要インフラ施設周辺の森林整備を進めることで、重要インフラ施設への倒木被

害の未然防止にも資することを意図しているが、事業実施後において、協定森林が重要インフ

ラ施設に被害を与えないことを保証するものではない。 

 

（疑義の決定） 

第１７ 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に疑義が生じたときは、四者が協議し

て定める。 

 

上記協定を証するため、この協定書４通を作成し、甲乙丙丁それぞれ記名押印のうえ、各自そ

の１通を保有するものとする。 

  

番       号 

年   月   日 

 

 

              （甲） 

 

 

              （乙） 

 

 

              （丙） 

 

 

        (丁) 



（参考様式） 

 

 

森林環境保全推進事業（荒廃森林再生事業）に関する協定書 

 

 ○○○○（林務環境事務所長）（以下「甲」という。）、○○○○（森林所有者名）（以下

「乙」という。）、山梨県知事（重要インフラ施設管理者）（以下「丙」という。）及び○○○

○（事業主体代表者名）（以下「丁」という。）は、森林環境保全推進事業における荒廃森林再

生事業（以下「本事業」という。）の実施に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（協定の目的） 

第１  この協定は、森林のもつ公益的機能の維持増進を図るため、本事業の円滑な実施と事業実

施後の適正な管理をそれぞれの立場で協力して確保することを目的とする。 

 

（対象となる重要インフラ施設） 

第２ この協定において重要インフラ施設とは、丙が管理する主要地方道○○線（別紙１）とす

る。 

 

（協定の対象森林） 

第３ この協定の対象森林（以下「協定森林」という。)は、別紙に記載された乙が所有する人工 

林とする。 

 

（本事業の内容） 

第４ 丁は、森林の経営に関する受委託契約（以下「経営委託」という。）により、協定森林に

おいて、本数伐採率３０％以上かつ収量比数０．１０以上の低減を目標とした抜き伐りを行う。

ただし、地形等により気象災害が予想される場合は、丁は甲及び乙と協議のうえ目標とする伐

採率等を変更できる。 

２ 甲は、丁が実施した事業の完了を確認した場合には、伐採等に係る費用について丁に補助金

を交付する。 

３ 施工時期は、令和○年度までとする。 

 

（甲の役割） 

第５  甲は、本事業の執行に当たり、次の各号に関する事項を遵守する。 

(1) 本事業の円滑な実施及び事業効果の確保を図るため、乙、丙及び丁との連絡調整を密に 

行う。 

(2) 乙又は丁から下層木の生育が不良な箇所の報告があった場合は、当該箇所について現地調 

査を行い、針広混交林への誘導等に当たり必要な指導を行う。 

 

（森林所有者の役割） 

第６  乙は、本事業の執行に当たり、次の各号に関する事項を遵守する。 

 (1) 乙の所有する土地(本事業実施箇所以外の土地を含む。)において本事業により甲が行う森 

（重要インフラ施設周辺森林整備（県道）事業用） 

 



（参考様式） 

 

林作業道の整備に対しては、可能な限り協力するものとする。  

 (2) 抜き伐りに付帯して設置した獣害防止施設については、善良な管理者の注意をもって管理

するよう努めるものとする。 

(3) 危険防止等のため伐採木の林内集積を行った区域において、原則として伐採木の搬出を行

わないものとする。 

(4) 事業終了後、甲又は丁が事業効果の確認を目的とした調査のため、森林内への立入りを申

し出たときは、可能な限り協力するものとする。 

 

（森林所有者の行為の制限） 

第７  乙は、次の各号に関する事項を遵守する。 

(1) 丁が実施した事業箇所について、事業完了年度の翌年度から起算して２０年間は森林以外

への転用、及び表土を流出させるおそれのある行為を行わないものとする。 

(2) ただし、前項の期間について、当該事業完了年度の翌年度から起算して２年以内に再造林

を行う場合は、１０年間とする。 

(3) 上記について、別途、協議により知事が認めたものはこれによらないものとする。 

 

（重要インフラ施設管理者の役割） 

第８  丙は、協定森林について、次の各号に関する事項を遵守する。 

 (1) 協定森林において、倒木や幹枝の折損・落下により道路に支障が生じ、又は生じるおそれ

があるときは、甲、乙及び丁へ連絡する。 

  (2) 道路への倒木や幹枝の折損・落下により緊急的に作業を行うときは、作業実施日を甲、乙

及び丁へ事前に連絡する。事前に連絡しなかった場合は、事後速やかに甲、乙及び丁へ連

絡する。 

(3) 前号に規定する作業の対象となる立木については、補償の対象としない。 

(4) 丁から本事業の実施の連絡を受けた場合は、必要に応じて現場立会を行う。また、丁に 

  対して、重要インフラ施設管理者の観点から伐採に関する必要な助言を行う。 

 

（事業主体の役割） 

第９ 丁は、本事業の着実な実行のため、次の各号に関する事項を遵守する。 

(1) 本事業を行おうとする森林については、森林経営計画の認定取得に努めるものとする。 

(2) 森林整備を実施する際は、丙に協議を行い、必要に応じて重要インフラ施設への保安施設 

・保全措置を講じる。 

(3) 森林整備を実施する場合は、作業実施日を丙へ事前に連絡する。 

(4) 伐倒木を林外へ搬出しない場合は、流出防止に必要な措置を講じる。 

(5) 甲が事業効果の確認のため本事業完了後に現地調査を行おうとする場合は、丁はこれに協 

 力するものとする。 

 

（協定の期間） 

第１０ 協定期間は、令和 年 月 日までとする。(注：協定締結の翌日から起算して２０年目

の日を記載すること)ただし、第７(1)で定める遵守期間が協定期間を超える事業箇所が生じた



（参考様式） 

 

場合は、協定期間は、最終の遵守期間に変更されたものとする。 

 

（協定面積の変更） 

第１１ 別紙の森林整備面積は、事業実績に基づく補助金交付面積に増減が生じた場合は、当該

交付面積に変更されたものとする。 

 

（協定の廃止又は変更の方法） 

第１２ 乙、丙又は丁は、この協定を廃止し、又は変更しようとする場合は、あらかじめ甲に申

し出なければならない。 

２ 甲は、前項の申出があった場合は、当該申出を行った者以外の協定締結者にその旨を通知す

る。 

３ この協定の廃止又は変更は、協定締結者の全員の合意によらなければすることができない。 

 

（補助金の返還） 

第１３ 乙又は丁は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協定の対象とする森林について、

交付した本事業に係る補助金の全部又は一部を返還するものとする。 

  (1) この協定が廃止された場合 

  (2) 乙又は丁に、協定違反があった場合 

  (3) 丁が虚偽の報告をした場合 

２ 前項の規定は、公用若しくは公共用に供するため必要を生じた場合又は天災地変その他やむ

を得ない事由による場合は適用しない。 

 

（書類等の整備） 

第１４ 協定締結者は、本事業に係る書類を整理し、協定期間中、保存するものとする。 

 

（協定の承継） 

第１５  協定期間中に、乙の死亡により土地の承継があったときは、当該土地を相続した者が、

本協定に係る地位を承継するものとする。 

２ 乙は、協定期間中に、事業実施地内の土地を第三者に譲渡し、又は賃借権、地上権等の使用

収益に係る権利を設定するときは、当該第三者に本協定に係る乙の義務を承継させるものとす

る。 

３ この協定に基づく処分、手続その他の行為は、協定締結者が解散又は分割をした場合には、

その包括承継人に対しても、その効力を有する。 

 

（その他） 

第１６ 甲、乙、丙及び丁は、協定締結の日からこの事業に着手する日までの期間において、協

定森林において倒木や幹枝の折損・落下により重要インフラ施設に支障が生じ、又は生じるお

それがあることを発見したときは、その状況について他の協定締結者に情報提供を行う。 

２ 丙が道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条の規定による道路区域の決定・変更、又は同



（参考様式） 

 

法第 44 条の規定による沿道区域の指定をした場合は、当該決定･変更、若しくは指定に係る面

積を協定の森林面積から減ずるものとする。 

３ 本事業は、重要インフラ施設周辺の森林整備を進めることで、重要インフラ施設への倒木被

害の未然防止にも資することを意図しているが、事業実施後において、協定森林が重要インフ

ラ施設に被害を与えないことを保証するものではない。 

 

（疑義の決定） 

第１７ 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に疑義が生じたときは、四者が協議し

て定める。 

 

上記協定を証するため、この協定書４通を作成し、甲乙丙丁それぞれ記名押印のうえ、各自そ

の１通を保有するものとする。 

  

 

番      号 

令和 年 月 日 

 

（甲）  

    印 

 

              （乙） 

                                      印 

 

（丙） 山梨県甲府市丸の内一丁目 6 番１号 

           山梨県知事（道路管理者）                印  

        

 (丁)   

                                      印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考様式） 

 

                                    (別紙) 

協定森林一覧表 

 

 

（行は適宜追加する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村 大字 字 地番 協定森林のうち 

森林整備面積(ha) 

整備内容 実施 

年度 

備考 

                 

        

        

        



（参考様式） 

 

（別紙１） 

 

路線名  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ここに位置図を添付すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



（参考様式） 

 

森林環境保全推進事業（里山再生事業）に関する協定書 

 

 ○○○○（林務環境事務所長）（以下「甲」という。）、○○○○（森林所有者名）（以下「乙」

という。）及び○○○○（事業主体代表者名）（以下「丙」という。）は、森林環境保全推進事

業における里山再生事業（以下「本事業」という。）の実施に関して、次のとおり協定を締結す

る。 

 

（協定の目的） 

第１  この協定は、里山林の再生を図るため、本事業の円滑な実施と事業実施後の適正な管理を

それぞれの立場で協力して確保することを目的とする。 

 

（本事業の内容） 

第２ 丙は、別紙に掲げる乙が所有する土地（以下「土地」という。）において（※年度実施

計画書に記載された事業内容を記載）を行う。 

２ 甲は、丙が実施した事業の完了を確認した場合には、予算の範囲内において、別に定める

ところにより丙に補助金を交付する。 

 

（県の役割） 

第３  甲は、本事業執行に当たり、次の各号に関する事項を遵守する。 

 (1) 本事業の円滑な実施及び事業効果の確保を図るため、乙及び丙との連絡調整を密に行

う。 

  (2) 里山林の適切な管理について、必要な指導を行う。 

 

（森林所有者の役割） 

第４  乙は、本事業の執行に当たり、次の各号に関する事項を遵守する。  

(1) 修景等のため伐採した木竹の林内集積を行った場合は、原則として集積した木竹の搬出

を行わないものとする。なお、林内集積を行わない伐採した木竹については、乙が自らの

責任と費用で搬出して利用する場合は、これを妨げない。 

(2) 事業終了後、甲又は丙が事業効果の確認を目的とした調査のため、森林内への立入りを

申し出たときは、可能な限り協力するものとする。 

 

（森林所有者の行為の制限） 

第５  乙は、次の各号に関する事項を遵守する。 

  (1)  丙が実施した事業箇所について、協定期間中は森林以外への転用、及び針葉樹の植栽等

による用材生産を目的とした人工林への転換を行わないものとする。 

 (2) 前項について、別途、協議により知事が認めたものはこれによらないものとする。 

 

（事業主体の役割） 

第６ 丙は、本事業の着実な実行のため、次の各号に関する事項を遵守する。 

  (1) 本事業を行おうとする森林については、森林経営計画の認定取得に努めるものとする。 



（参考様式） 

 

(2) 甲が事業効果の確認のため本事業完了後に現地調査を行おうとする場合は、丙はこれに

協力するものとする。  

 

（協定の期間） 

第７ 協定期間は、令和○年○月○日までとする。(注：協定締結の翌日から起算して２０年目

の日を記載すること)ただし、第５(1)で定める遵守期間が協定期間を超える事業箇所が生じた

場合は、協定期間は、最終の遵守期間に変更されたものとする。 

 

（協定面積の変更） 

第８ 土地の面積は、事業実績に基づく補助金交付面積に増減が生じた場合は、当該交付面積に

変更されたものとする。 

 

（協定の廃止又は変更の方法） 

第９ 乙又は丙は、この協定を廃止し、又は変更しようとする場合は、あらかじめ甲に申し出な

ければならない。 

２ 甲は、前項の申出があった場合は、当該申出を行った者以外の協定締結者にその旨を通知す

る。 

３ この協定の廃止又は変更は、協定締結者の全員の合意によらなければすることができない。 

 

（補助金の返還） 

第１０ 乙又は丙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協定の対象とする森林について、

交付した本事業に係る補助金の全部又は一部を返還するものとする。 

  (1) この協定が廃止された場合 

  (2) 乙又は丙に協定違反があった場合 

  (3) 丙が虚偽の報告をした場合 

２ 前項の規定は、公用若しくは公共用に供するため必要を生じた場合又は天災地変その他やむ

を得ない事由による場合は適用しない。 

 

（書類等の整備） 

第１１ 協定締結者は、本事業に係る書類を整理し、協定期間中、保存するものとする。 

 

（協定の承継） 

第１２  協定期間中に、乙の死亡により土地の承継があったときは、当該土地を相続した者が、

本協定に係る地位を承継するものとする。 

２ 乙は、協定期間中に、事業実施地内の土地を第三者に譲渡し、又は賃借権、地上権等の使用

収益に係る権利を設定するときは、当該第三者に本協定に係る乙の義務を承継させるものとす

る。 

３ この協定に基づく処分、手続その他の行為は、協定締結者が解散又は分割をした場合には、

その包括承継人に対しても、その効力を有する。 

 



（参考様式） 

 

（疑義の決定） 

第１３ 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に疑義が生じたときは、三者が協議し

て定める。 

 

上記協定を証するため、この協定書３通を作成し、甲乙丙それぞれ記名押印のうえ、各自その

１通を保有するものとする。 

  

番       号 

年   月   日 

 

 

              （甲） 

 

 

              （乙） 

 

 

              （丙） 

 



（参考様式） 

 

森林環境保全推進事業（広葉樹の森づくり推進事業）に関する協定書 

 

 ○○○○（林務環境事務所長）（以下「甲」という。）、○○○○（森林所有者名）（以下「乙」

という。）及び○○○○（事業主体代表者名）（以下「丙」という。）は、森林環境保全推進事

業における広葉樹の森づくり推進事業（以下「本事業」という。）の実施に関して、次のとおり

協定を締結する。 

 

（協定の目的） 

第１  この協定は、広葉樹の植栽により森林のもつ公益的機能の維持増進を図るため、本事業の

円滑な実施と事業実施後の適正な管理をそれぞれの立場で協力して確保することを目的とする。 

 

（本事業の内容） 

第２ 丙は、森林の経営に関する受委託契約（以下「経営委託」という。）により、別紙１に

掲げる乙が所有する土地（以下「土地」という。）において、別紙２に掲げる造林計画書（以

下「造林計画書」という。）に基づいて広葉樹造林、保育及び獣害防除等の保護を行う。 

２ 甲は、丙が実施した事業の完了を確認した場合には、予算の範囲内において、別に定める

ところにより丙に補助金を交付する。 

 

（県の役割） 

第３  甲は、本事業執行に当たり、次の各号に関する事項を遵守する。 

(1) 本事業の円滑な実施及び事業効果の確保を図るため、乙及び丙との連絡調整を密に行う。 

   (2) 広葉樹を育成するため必要な指導を行う。 

 

（森林所有者の役割） 

第４  乙は、本事業の執行に当たり、次の各号に関する事項を遵守する。  

 (1) 広葉樹の植栽に付帯して獣害防止を実施する場合は、設置した施設の善良な管理に努め

るものとする。 

(2) 事業終了後、甲又は丙が事業効果の確認を目的とした調査のため、森林内への立入りを

申し出たときは、可能な限り協力するものとする。 

 

（森林所有者の行為の制限） 

第５  乙は、次の各号に関する事項を遵守する。 

  (1)  丙が実施した事業箇所について、協定期間中は森林以外への転用、及び表土を流出させ

るおそれのある行為（保育以外）を行わないものとする。 

  (2) 前項について、別途、協議により知事が認めたものはこれによらないものとする。 

 

（事業主体の役割） 

第６ 丙は、本事業の着実な実行のため、次の各号に関する事項を遵守する。 

  (1) 本事業を行おうとする森林については、森林施業計画を変更又は森林経営計画の認定取

得に努めるものとする。 



（参考様式） 

 

  (2) 造林計画書に基づく保育及び保護を実施しない場合又は広葉樹の育成を図るため、本事

業により造林計画書記載以外の保育及び保護を行おうとする場合は、事前に甲と協議する

ものとする。 

(3) 甲が事業効果の確認のため本事業完了後に現地調査を行おうとする場合は、丙はこれに

協力するものとする。 

 

（協定の期間） 

第７ 協定期間は、令和○年○月○日までとする。(注：協定締結の翌日から起算して２０年目の

日を記載すること)ただし、第５の (1)で定める遵守期間が協定期間を超える事業箇所が生じ

た場合は、協定期間は、最終の遵守期間に変更されたものとする。 

 

（協定面積の変更） 

第８ 土地の面積は、事業実績に基づく補助金交付面積に増減が生じた場合は、当該交付面積に

変更されたものとする。 

 

（協定の廃止又は変更の方法） 

第９ 乙又は丙は、この協定を廃止し、又は変更しようとする場合は、あらかじめ甲に申し出な

ければならない。 

２ 甲は、前項の申出があった場合は、当該申出を行った者以外の協定締結者にその旨を通知す

る。 

３ この協定の廃止又は変更は、協定締結者の全員の合意によらなければすることができない。 

 

（補助金の返還） 

第１０ 乙又は丙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協定の対象とする森林について、

交付した本事業に係る補助金の全部又は一部を返還するものとする。 

  (1) この協定が廃止された場合 

 (2) 造林計画書に基づいた保育及び保護が実施されず(甲の承認があった場合を除く)、成林

の見込がないと認められる場合 

  (3) 事業実施に係る期間の森林施業計画又は森林経営計画について、森林法第１６条の規定

により認定の取消しを受けた場合。 

  (4) 乙又は丙に、協定違反があった場合 

  (5) 丙が虚偽の報告をした場合。 

 ２ 前項の規定は、公用若しくは公共用に供するため必要を生じた場合又は天災地変その他や

むを得ない事由による場合は適用しない。 

 

（書類等の整備） 

第１１ 協定締結者は、本事業に係る書類を整理し、協定期間中、保存するものとする。 

 

（協定の承継） 

第１２  協定期間中に、乙の死亡により土地の承継があったときは、当該土地を相続した者が、



（参考様式） 

 

本協定に係る地位を承継するものとする。 

２ 乙は、協定期間中に、事業実施地内の土地を第三者に譲渡し、又は賃借権、地上権等の使用

収益に係る権利を設定するときは、当該第三者に本協定に係る乙の義務を承継させるものとす

る。 

３ この協定に基づく処分、手続その他の行為は、協定締結者が解散又は分割をした場合には、

その包括承継人に対しても、その効力を有する。 

 

（疑義の決定） 

第１３ 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に疑義が生じたときは、三者が協議し

て定める。 

 

上記協定を証するため、この協定書３通を作成し、甲乙丙それぞれ記名押印のうえ、各自その

１通を保有するものとする。 

  

番       号 

年   月   日 

 

 

              （甲） 

 

 

              （乙） 

 

 

              （丙） 

 


